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研究要旨  

子どもの死を扱うチャイルド・デス・レビュー（ＣＤＲ）において、遺された家族に如

何にしてグリーフケアが提供されるか、というのは重要な課題である。遺族のグリーフが

複雑化されるのを防ぐというメンタルヘルス上の問題に留まらず、家族ケアを通して信頼

関係を構築し亡くなった子どもについてのより多くの情報を得ることは、ＣＤＲの精度を

高める上でも重要だからである。 

しかし、現状の小児医療では様々な要因から緩和ケアの理念が浸透しているとは言い切

れず、教育体制の充実や診療報酬上の問題など議論すべき点は多い。 

医療現場の遺族ケアは誰がどのような手順で提供されていくべきか、当院で行っている

グリーフケアをもとに考えたい。 

Ａ．研究目的 

現状、小児科領域における緩和ケアの

体制は十分なものとは言い難い。しかし

子どもの死を扱うチャイルド・デス・レ

ビュー（ＣＤＲ）を推進してゆく中で、

家族に対する緩和ケア、特にグリーフケ

ア（ビリーブメントケア）の提供は必須

である。さらに子どもの死に出遭ったと

き、医療者がどのように振る舞い、残さ

れた家族と如何に向き合うかということ

は遺族のメンタルヘルスの面からだけで

なく、患者家族との信頼関係を築き、Ai

や病理解剖を含むより多くの情報を得て

ＣＤＲの精度を高める上でも非常に重要

であると考えられる。 

子どもの死亡に際しグリーフケアが果

たす役割、小児医療において緩和ケアの

理念が発展するための体制について考え

ることが本研究の目的である。 

 

Ｂ．研究方法 

 自験例をもとに考察を行う。 

 

Ｃ．研究結果 

１）小児科領域におけるグリーフケア 

～当院での取り組み～ 

 小児科領域では成人医療に比べ死亡例

を経験することが少ないため、小児科の
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医療従事者は「死」そのものについての

対応に不慣れである。また、子どもの死

という峻烈な体験は遺族のみならず医療

従事者にとっても大きな衝撃となる。緩

和医療への理解と技術向上を目指すため

には医療従事者が「子どもの死」という

事象を心の傷としないことが重要である

と考え、当院では死亡事例の発生時に、

スタッフのグリーフカンファレンスを行

っている。 

 また、遺族がその後どのようにケアに

つながるかを試行錯誤した結果、院内の

緩和ケアサポートチームで遺族に渡すグ

リーフカードを作成し配布することにな

った。施行してから短期間であるためま

だ症例数は多くないが、この取り組みか

らケアにつながった遺族もある。 

 

２） スタッフへのグリーフサポート 

当院では院内死亡症例について、いわ

ゆる M&M（mortality & morbidity）カン

ファレンスとは別に、グリーフカンファ

レンス（振り返りの会）を行っている。

この会合は医療のエラーを導き出すこと

を目的とはしておらず、亡くなった子ど

もへの想いを皆で語り合い、その子ども

が存命中にしてあげられたことを確認し

あうことで現場のスタッフをエンパワメ

ントすることを目的としている。緩和ケ

アサポートチームに所属する精神科医ま

たは緩和ケアの認定看護師（専従）がフ

ァシリテーターを務めている。参加者は

主に看護師であるが、医師や臨床工学技

士など関わったスタッフは誰でも参加が

可能である。集中治療室で亡くなる子ど

もが多いため、そこでの開催が多いが、

一般病棟での死亡事例に対してもほぼ全

例で行っている。 

 

３）グリーフカードの配布 

 長期間の治療の甲斐なく亡くなった子

どもについては、医師や病棟スタッフと

の関係性が構築されており、また治療期

間中から臨床心理士や精神科医といった

メンタルケアを担うスタッフとの関わり

を持つ機会もあるため、グリーフケアに

つながりやすい傾向がある。しかし、突

然の事故や急激に死に至る疾患の発症な

どで、病院のスタッフと十分な関係性を

築けぬうちに亡くなった子どもたちにつ

いては、十分な遺族ケアが提供できない

ことが多く、課題となっていた。 

 子どもの死の直後には、遺族は茫然と

していたり、葬儀などの様々な手続きに

忙殺されたりして、子どもの死を現実と

して受け止められないことも多く、看取

りの現場に緩和ケアサポートチームが同

席できたとしても、急性期の悲嘆への対

応や実務的な手助けなどに終始してしま

うことがほとんどである。しかし、遺族

はしばらく時間をおいて様々な感情にお

そわれ、また「子どもの死」についての

悲しみを分かち合う相手がいないことや

周囲の理解が得られないことでさらに苦

しい思いを抱くことが多い。 

 そのために当院では、死亡退院時に遺

族にグリーフカード（資料 1）を手渡すよ

うにした。遺族は子どもを失った後に今

までに経験のない強い怒りや自責感、虚

無感といった感情を抱き、またそれが異

常なものなのではないかと悩み苦しむこ

とがある。強烈な感情を無理に抑え込

み、自分から切り離すことはメンタルヘ

ルス上の問題に発展しやすいため、グリ
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ーフカードには死別体験をした人に起こ

りうる様々な状態について、自然なこと

であり誰にでも起こりうることだという

心理教育的な内容を記載した。また、同

じ体験をした人と思いを分かち合える場

についての情報の提供と、当院でも死別

の痛みについてのケアができることを記

載し、連絡先を明記している。 

 運用については各病棟、救急外来にグ

リーフカードを常備し、看取りに立ち会

ったスタッフが死亡診断書と共にグリー

フカードを手渡すことにしている。子ど

もが亡くなり遺族にグリーフカードが渡

された場合には、緩和ケアサポートチー

ムの専従看護師または精神科医に連絡が

入るため、チーム内でグリーフケアに必

要な体制を整えることが可能となってい

る。また「グリーフカードを見て」と連

絡してきた遺族の電話が、院内でたらい

回しにならないよう、電話交換手をはじ

めとした医療従事者以外の職員にもグリ

ーフカードの存在を伝え、誰に取り次ぐ

べきかを明示している（資料２）。 

遺族から連絡があった際には、電話も

しくは来院しての相談となるが、子ども

が亡くなった病院に足を運ぶことが辛く

てできない場合には、地域の相談機関に

つなげることもある。面接のファースト

タッチは主に緩和ケア認定看護師が担っ

ているが、長期間にわたる食欲不振や睡

眠障害、自傷や自殺の兆しなど、精神科

医療の介入が必要な状態に至っていない

かどうかを、常にチーム内の精神科医と

共有しながらケアにあたっている。 

通常は１～２回の相談で終了となるこ

とが多いが、薬物療法を含む精神科介入

が必要となるケースも少なからずある。 

Ｄ．考察 
 CDR の実装にあたり、小児科領域でのグ

リーフケアについてスタッフケア、遺族ケ

アの提供についての一つの現実的なモデル

として当院での取り組みを例示した。 
医療スタッフについては、患者の死を口

にするのはタブーと感じていたり、自分が

悲しむことは職責上許されないと考えてい

たりしていたスタッフが、構造化された安

全な場で想いを分かち合うことによって、

子どもの死を受け止められるようになり、

現場でのラインケアが充実してきている実

感がある。それに伴い「看取りの技術」が向

上し、たとえわずかでも子どもと家族の残

された時間を充実したものにしようとする

取り組みが進んでいる。このことが直接的

に病理解剖等の承諾率に貢献しているかど

うか等の数値的なエビデンスを示すことは

困難であるが、我々医療者が緩和ケア、特に

看取りのケアに精通することは、ＣＤＲに

家族の協力を得ようとするときの必要条件

であると言える。 
遺族ケアについてはまだ始まったばかり

ではあるが、グリーフカードからご両親や

きょうだいのケアにつながるケースも、少

しずつ出てきている。しかし、ここで問題と

なってくるのが、誰がケアの担い手となる

のかということである。通常のグリーフで

あれば、ビリーブメントケアについての知

識を持った看護師や心理士が遺族への心理

教育的アプローチをしながら時が過ぎるの

を共に待つ役割を担えるであろう。しかし

複雑化したグリーフを扱ったり、うつ病の

発症など精神科的な対応が必要となったり

した際の対応も、常に考えておかねばなら

ない。総合病院や大学病院であれば、成人の

精神科や緩和ケア科と協力体制を作ること
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が現実的であろう。しかし、三次救急や高度

先進医療を担う小児専門病院の中にも、緩

和ケアチームや精神科が存在しない病院が

あるため、地域の医療機関や保健機関、ピア

サポートとも連携してケアの提供を行って

いく必要がある。 
緩和医療の理念は幅広いが、中でも End-

of- Life ケア、グリーフケアについて、小児

科領域の中でなお一層の意識向上や知識、

技術についての研鑽が行われること、医療

機関以外の機関と連携して遺族が死別の苦

しみの中に孤独に取り残されることのない

ようなシステムを構築することが、ＣＤＲ

の実装に向けて求められていると考える。 
 
Ｆ．健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

なし 
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資料１：実際のグリーフカード 
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資料 2：グリーフカード運用フロー図 


